
平成19年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）の６ 

平成19年３月５日（月） 

                                                

○議長（上田順康君）順番５、14番 中西峰

雄君。 

〔14番（中西峰雄君）登壇〕 

○14番（中西峰雄君）それでは、一般質問を

始めさせていただきます。私の質問は、今回

３点ございますけども、最初の問題から入ら

せていただきます。 

 クリーンセンター職員配置とごみの収集運

搬計画についてということでございますけれ

ども、2009年、２年先の４月ぐらいに広域ご

み焼却プラントの新設と運転が予定されてお

りますけれども、今の時代の大きな流れとし

ましては、クリーンセンターの炉の運転等に

つきましては、業者委託という事例が多いよ

うでございます。そうなってきますと、現職

員の運転要員の余剰ということが予想される

わけです。そういう予想される中で、今広域

のほうの運転について、まだ方針が決まって

いないということかもしれませんが、かなり

これは予想されることですので、こういうこ

とに対して、今から配置転換とか、それから

配置転換に伴う職員の研修計画等の検討をし

ていくべきではないかということで、当局の

所見をお伺いいたします。 

 そして、その次には、ごみの収集運搬に関

しましてでごさいますけども、現在、市の直

営のパッカー車が２台ございます。委託が５

台ございます。計７台でございますけども、

この１台当たりのコストが年間2,000万円強、

2,000万円を超えているんですね。７台としま

すと年間１億4,000万円以上のコストがかか

ってきております。これは、私が頭の中で考

える限りは、異常な高コストであるというふ

うに考えます。 

 今回、質問はこの異常な高コストの収集運

搬体制を、全面的に抜本的に見直すべきだと

いう趣旨でございますけども、私の頭の中で

単純計算した数字を申し上げます。パッカー

車には現在３人乗車しておられます。この職

員を正職員ではなくて、臨時職員、あるいは

嘱託職員で賄いますと、一人当たり約300万円

で計算をいたしますと３人で900万円。パッカ

ー車１台、新車600万円です。600万円を５年

で焼却いたしますと、年間120万円。これで

1,020万円です。それプラス車検代、燃料代、

整備代等の費用は約130万円。そうしますと

1,150万円。これでこのパッカー車１台を動か

せるという計算になるんです。これはいろい

ろ計算の仕方もあるんだろうと思うんですけ

ども、純粋に足し算をしていくとこういう数

字になる。であるにもかかわらず、どうして

2,000万円以上のコストになっているんです

かということなんですね。 

 これは、私も委員会等でお尋ねしたことが

ございます。そうしますと返ってくる答えは

こうです。近隣諸市の費用と比べてもそんな

高いわけではありませんと。もっと高い市も

ございますということが返ってきます。私が

申し上げたいのは、行政はどうしても横並び

主義で、県下の市と比べてどうかとか、近隣

市と比べてどうかということから物事を考え

られると。私は原点に帰って、この仕事をす

るのに一体いくらのコストがかかるんかなと

いうことから考える。その原点の違いかなと

いうふうに思います。 

 今、政府は市場化テストとか、それから官

民競争入札ということを言うておられます。

実際にそれをしている自治体もありますし、

国もあるんだろうと思います。こういう市場

化テスト、あるいは官民競争入札というよう
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な考えも取り入れる中で、この今の運搬収集

体制を抜本的に見直していくべきではないの

かなというふうに考えているわけです。大き

いんですね。年間７台で単純計算しますと

5,600万円。これは橋本市の分だけです。旧の

橋本市の分だけです。今度高野口町も同じ収

集体制になります。例えば10台になったとし

ますと、それだけでも8,000万円という数字に

なっていくんですね。 

 こういうことですので、何でこういう体制

がずっと続いてきていて、そして行革のプラ

ンの中にも、これの見直しについて明確な方

針が打ち出されてないというのはどうしてで

すかということをお尋ねして、壇上からの質

問は終わらせていただきます。 

○議長（上田順康君）まだある。 

○14番（中西峰雄君）間違えました。済いま

せん。もう一つありました。２番目ございま

した。うっかりしていまして申しわけござい

ません。 

 次、２番目では、経済活性化策としてのリ

フォームサポートセンター設置についてとい

うことであります。 

 昨今、地域経済の活性化策というものが求

められているんですけども、私はその一つと

しまして、リフォームサポートセンターとい

うものの設置をお考えいただきたいなという

ことを提案させていただきます。この提案と

いいますのは、市内のリフォームニーズ、リ

フォームしたいという市民の方と、それから

リフォームのサプライヤー、業者をマッチン

グする事業を、行政と業者といいますか、一

緒に立ち上げませんかという提案です。 

 今、リフォーム産業は結構巨大市場になっ

てございまして、新築事業に迫るほどのリフ

ォームの需用、市場規模があるというふうに

聞いております。今、市内の大型団地がリフ

ォーム時期を迎えているということもありま

すので、本市のリフォーム市場の規模もかな

りのものが想定されるわけです。これは統計

がございませんので、きちっとした数字は言

えませんけども、私の見るところで言います

と、最低５億円から10億円ぐらいの市場規模

があるんではないかなと思っております。 

 ところが、実際にこのリフォームをやられ

ている現場を目にしましても、その仕事を請

け負っておられるのは大手企業とか、それか

ら市外業者がほとんどです。こういうふうに

市内の需要でありながら、市外業者が仕事を

持っていってるというのが実態でございます。 

 ここで、市内業者というのは個人商店、個

人経営のところが多いもんですから、どうし

ても営業力とか信用力、それと総合プランニ

ング力とか、総合施工能力というものに欠け

るところは多うございます。そしてまた、消

費者側と言いますか、リフォームされたいと

いう側にも、近年マスコミでリフォーム詐欺

等のことが問題になりまして、リフォームす

るときに不安があるわけです。不安があるも

んですから、どこ市内の業者に頼んでもええ

けど、もう一つ信用がどうかなということで、

市外の大手業者に頼むということが多いよう

です。実際私の家の近所でも、かなり大きな

リフォームされたところも、大手業者でした。 

 そこで、リフォームニーズを把握すること

と、情報の提供、そして市内業者の営業力・

信用力の補完、総合的施工能力の向上などを

目的としました、リフォームサポートセンタ

ーというものを設けまして、リフォームニー

ズを、この市内経済循環の輪に取り込んでい

く事業を提案したいということです。 

 前向きな答弁を期待申し上げます。 

 ３点目、行かせていただきますが、肥大化

した機構の見直しと職員の削減計画について

と、先ほども答弁等にありましたけども、合

併に伴って機構が大変肥大化しているわけで

－16－ 



すね。私はこの見直しは必ず必要であるとい

うふうに考えてございますし、先日も新聞を

読んでおりましたら、京都市は昨年150人、今

年度200人の希望退職を募られたというふう

に聞いております。本市はそういう希望退職

を募るということをやってないんですけども、

できるだけ早期に、身の丈に合った職員体制

にするということが、この財政の健全化にと

って必要不可欠なことであります。先ほども

財政の話が出てきましたけどね。そのときに、

どうして他の市でもやっているし、民間企業

でもやっているし、ということができないの

かと。あるいはする気がないのかと。 

 これは楽でいいと思うんですね。しなけり

ゃね。希望退職を募ったり肩たたきをしたり

というのはつらいことやと思います。今まで

同じ釜の飯を食ってた人間に、やめてくれと

かやめませんかというのは、大変つらいし、

個人的な恨みを買うことにもなろうかと思い

ますが、しかし、市民のことを思うと、ぜひ

しなければならないことであろうと思います

ので、この点につきまして、特に市長の決意、

本当に市長は、この合併した橋本市を夢の描

ける市にしようと思っているのかどうかとい

うことも含めて、誠実なるご答弁をご期待申

し上げます。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君の一

般質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）14番 中西峰雄議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 肥大化した機構の見直しと職員の削減計画

についてでございますが、現在の本市の機構

については、同規模の他の自治体の機構をも

参考に編成いたしました。合併後１年を経過

し、現機構の問題点について検討を加えてい

るところであります。今後の職員の削減に対

応しつつ、公共サービスの質をできるだけ維

持し、新たな行政課題や市民のニーズに対応

するため、組織機構の再編及び事務執行の改

善を行ってまいりたいと考えております。こ

の４月に、できればいくらかの機構の再編を

という考えで、現在検討をいたしておるとこ

ろであります。 

 また、職員の削減につきましては、病院を

除き、平成17年度に16人の職員を削減し、本

年度においても現時点で28名が退職予定とな

っており、退職補充についても専門職以外は

行っていないことから、当初計画より前倒し

に進んでおると判断をいたしておるところで

あります。 

 また、京都市等の例によりますと、早期の

職員削減については、昨年の９月定例審議会

においてもご質問をいただいておりますが、

合併後の勧奨退職者数は平成17年度は８名、

今年度は11名となっており、合併前の両市町

の勧奨退職者数に比べ増加傾向にあります。

また、今後もこの傾向はしばらく続くものと

予想をしてございます。 

 このことから、現行の退職勧奨制度におい

ても、一定の効果がありますので、現在のと

ころ、新たな希望退職制度の導入につきまし

ては、考えておらないところでございまして、

現行の制度を引き続き実施してまいりますの

で、ご理解を願いたいと思います。 

 なお、残余の件につきましては、担当参与

よりお答えをいたします。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

〔市民部長（宮岡清文君）登壇〕 

○市民部長（宮岡清文君）広域ごみ処理施設

の建設は、平成21年４月の稼働をめざして事

務が進められているところでございますが、

施設完成後の運転体制につきましては、これ

から早期に検討、決定していく予定になって

おります。したがいまして、現クリーンセン
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ターの運転要員の余剰の予測につきましては、

現時点では未確定ですので、今後広域組合と

協議しながら、その動向により配置転換が必

要となれば、研修計画等について検討してま

いりたいと考えます。 

 次に、ごみの収集運搬計画についてですが、

ごみ収集の職員を臨時または嘱託職員にすれ

ば、議員ご指摘のとおり、確かに人件費が低

減し、収集コストの削減につながりますが、

最初のご質問と同様に、現在収集を担当して

いる正規職員の余剰が発生し、配置転換の問

題が生じます。収集コストだけではなく、職

員の配置計画も含め、市全体として経費削減

につながるような計画を今後検討していく必

要があると考えています。 

 また、ごみ収集の民間委託につきましても、

行財政改革を目的とした人員削減計画や、市

場化テストを含めた民間委託の方法などにつ

いて総合的に判断しながら、ごみの収集運搬

経費の削減の方策について検討してまいりた

いと考えますので、ご理解のほど、お願い申

し上げます。 

○議長（上田順康君）経済部長。 

〔経済部長（仲 完治君）登壇〕 

○経済部長（仲 完治君）経済活性化策とし

てのリフォームセンター設置についてお答え

をいたします。 

 リフォームの動機は、１つ、もっと快適に。

２つ目、住宅が古い。３つ目、設備が古い。

４つ目、間取りがよくない。５つ目、家族構

成の変化等が主なもので、リフォーム工事も、

増築、改築、改装、修繕、設備の更新など、

住む側の要望や建物の状況によって、適切な

工事をしていただく必要があります。また、

リフォームしたくても消費者はリフォーム後

のイメージをすることが難しく、どんなこと

ができるのか、いくらかかるのか、だれに相

談すればいいのかなどさまざまな疑問があり、

悩んでいると思われます。 

 国土交通省の住宅市場整備行動計画に基づ

き、インターネットで財団法人住宅リフォー

ム紛争処理支援センターが、リフォーム事業

者について、消費者が安心してリフォームを

実施するために必要な情報を、公正・中立な

立場から提供を行っています。また、都道府

県においてもリフォーム相談窓口が設けられ

ており、相談に応じることになっています。 

 市民のリフォーム相談に応じるためには、

消費者は工事の資金不足、工事の依頼先、工

事中の住居、工事費の見積もり、計画の相談

などに困っており、こうした要望にこたえる

には、それぞれの専門的知識が必要とされま

す。関連する事業者団体が的確なアドバイス

を行うとともに、消費者からの苦情を自らの

組織で処理する法人、または団体の設立が望

ましいと思われます。 

 市としては、事業者団体等の機運がまず高

まることが大切であると考えます。経済活性

化に結びつくご提言でありますので、今後の

研究課題とさせていただきたいと思います。 

 ご理解のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（上田順康君）14番 中西君、再質問

ありますか。 

 14番 中西君。 

○14番（中西峰雄君）まず最初の質問につい

て、再質問を行います。 

 行革プランの中にきちっとうたわれていな

いということは、どうしてですかというふう

に思います。それと、市全体で、要するにパ

ッカー車の乗車人員を臨時・嘱託職員にかえ

たとしても、正職員の余剰は生じるから余計

に費用負担になるというのが一番大きな理由

かなというふうに思いますけども、私はそこ

のところの考え方が根本的に違うんだろうな

と思います。 
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 というのは、市の直営でする、あるいは民

間でする、私はどちらでもいいんです。とに

かくこの異常な高コストが下がったらいいん

です。実際に、じゃあこの今５台の民間に委

託出している分ですけども、これは、１社に

つきましては和解条項というのがございます

けども、他の１社についてはどういう委託の

仕方をしとるんか。競争入札をしとるんか、

してないのか。競争入札をするについて、予

定価格の設定はどうなっておるのかというこ

とですね。 

 私は、なぜこういうことを申し上げるかと

いいますと、この業界というのはちょっと特

殊な業界のように私は感じてございます。で

すから、どの市町村のごみ収集コストも高い。

橋本だけが高いんじゃなくて、もうどこも高

いんです。じゃあ、民間委託にすれば安くな

るんかと。安くするためにはどうすればいい

かといいますと、市の直営の分を1,200万円で

できますよ、あるいは1,300万円でできますよ

と。それで官民競争入札をして、それよりも

安くていいサービスを提供できるんであれば、

どうぞ民間でやってくださいよということに

して、コストを下げていくという手法が必要

なんじゃなかろうかなと。今、運搬収集に正

職員が２名おるんですか。２台ですから２名

いてるんですね。２名は臨時・嘱託職員で１

名は正職員ということですか。２台であれば

２名ですね。２名の分を臨時職員なり、嘱託

職員で運行できる体制をつくってくださいよ

と。それをすることによって、あとの７台の

分の委託コストは、委託につきましては、官

民競争入札をして、それよりも安い値段でで

きるのであれば民間でやっていただいたらえ

えし、それよりも安くできないんであれば、

市が直営でやって、あとは配置転換と再研修

なりをして、ほかの仕事に従事できるように

再教育をしていくということで、これは大き

くコストの削減ができるんだろうと思うんで

す。 

 ですから、まずお聞きしたいのは、今、市

の直営の２台分の１車でもいいんです。１車

でもいいですから、私の言っているような方

法にかえて、実際にそういうコストでこのパ

ッカー車の運行はできるんですという事例を

つくることが、民間に委託に出す場合でも、

それがベースになってコストが下がっていく

んだということについて、いかがお考えなの

かということをお尋ねいたします。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）大変難しい質問で

ございまして、クリーンセンターにつきまし

ては、もともと、特にその現業部分ですけれ

ども、従来から正規職員が退職した場合は、

基本的に正職員で補充をしていなかったと、

こういう経過がございます。当然、今現在、

現業部門にクリーンセンターで31名ほどいて

るんですけども、この内訳ですけども、正職

が22名、臨時職員が９名でございます。 

 これ、２年前、去年かおととしですか、給

食センターの部門から５名正職員が来ており

ますので、以前はもう少し正職員が少なかっ

たと、私このように記憶をしております。 

 ただ、議員仰せのとおり、今現在直営の部

分については３名乗車しておるんですけども、

正職が１名と臨時２名で行っておりますので、

当然、配置転換等の問題等ございますけれど

も、今後もこの部分については前向きに検討

してまいりたいと、このように思っておりま

す。 

 それから、特に市場化テスト、いわゆる官

民競争入札の部分でございますけれども、議

員仰せのとおり、委託業者の１社につきまし

ては、過去に交わした和解条項等の問題もご

ざいますので、今後、できるだけ経費削減す

る方向で総合的に判断をして、経費のかから
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ない方法について検討してまいりたいと、こ

のように思っております。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）１社については和解条

項があると。もう１社についてはどうなんで

すかと、どういう契約になっているんですか

という質問に対して、答弁もれになっており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）もう１社につきま

しても、もう１社の和解条項を交わした、同

じような内容の契約を交わしております。本

来、収集運搬業務の委託業務は、入札が本来

正しいのかどうかという判断も全国的には難

しい分もございます。ある市では競争入札を

しておったんですけども、やはり乱雑な作業

というんですか、価格が安くなることによっ

て乱雑な作業が出てきたということで、また

随意契約に戻したという一例もあるようでご

ざいますので、その辺のところ、もう少し勉

強させていただきまして、今後検討していき

たいと、このように思っております。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）大変難しいと思うんで

すよね。この、ごみの収集運搬の見直しとい

う、抜本的な見直しについては大変難しい仕

事であるだろうと思います。しかし、だれが

見ても、この2,000万円以上かかっておるとい

うのは許容範囲を超えとる。異常だと思いま

せんかということ。まず一点、この点につい

て聞いておきます。委託に出すときでも、

2,000万円以上の委託費を払っているという

ことについて、これ、異常なことやというふ

うにお考えになりませんかということでね。

それが近隣市と比べてそんな高くないという

ことは、もう答弁要らないんですよ。要らな

いんですよ。通常の、普通の感覚で言うて、

異常に高いと思いませんかということを言っ

ているんですね。 

 もう一点は、配置転換と、今、こういう合

併をして、余剰人員が生じていて、財政も12

億何ぼ、歳入足らんで基金取り崩して組んど

るわけでしょう。そういう中で、職員の配置

転換というものも、当然、手法の一つとして

考えていかざるを得ない状況の中に本市はあ

るんじゃないでしょうかと。 

 過去にも、現業職員の一般職への配転をし

て、それがあまり好ましくない結果になって

いるということもお聞きしております。確か

にこれは大変難しいんですけれども、しかし、

だからといってこの配置転換をせずに、この

収集運搬コストの削減というものはできない

んじゃないでしょうかということなんですね。 

 だから、これは企画にお伺いしますけども、

この職員の要するにミスマッチをどう解消し

ていこうとしているのか。特にこのクリーン

センターについてですね。クリーンセンター

の正職員の今後、考えられるミスマッチにつ

いて、配置転換ということを考えておられな

いのかどうか。考えていかんでも、高コスト

のままでいっても本市はいけるんですよとい

うことですか。それでいかなしゃあないとい

うことなんか。変える気があるのかないのか。

ちょっと尋ねます。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）旧の橋本市では、

過去にありましたように、現業職の中ででご

ざいますけども、配置転換がございます。給

食センターの例がございます。そういうこと

で、過去については編入試験ということもご

ざいますけれども、編入試験については現在

のところ考えてございませんけれども、これ

が、ごみにつきましては、広域のごみの施設

が稼働しますと、少なからずとも中央制御室

におる人は余剰になってくるんではなかろう

かというように考えてございます。収集のほ
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うへ回せる数にしても知れておるというよう

に考えてございます。ということで、現在、

橋本で８人、高野口で３人、11人につきまし

ては、少なくともその人は配置転換を考えて

いかなければいけないと。収集業務を変えな

くても、距離が伸びるので人が要るというこ

とも考えられますけども、そんなに要るもん

じゃございません。そんなこともありますの

で、広域の中央制御室をどないするか、民間

に出すんか、出向させていただけるのかとい

うこととか、リサイクルプラザにどういう人

が張りつくかということも含めた中で考えて

いきますけれども、基本的には職員の配置転

換は考えていく考えでございます。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）この委託金額が異

常に高くないかと、こういう質問でございま

すけれども、当然契約を市としても交わして

おりますので、これが妥当な金額ということ

で考えております。ただ、２年前にも、たし

か17年度でしたか、委託業者２社分ですけれ

ども400万円ほど下げてきた経過等もござい

ます。厳しい財政事情でもございますので、

できるだけ経費のかからない方法について、

先ほど答弁いたしましたけど、議員の意見も

参考にしながら今後検討してまいります。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）行政やっとるんですか

ら高いとはよう言わんのでしょうけども、私

の感覚なり、住民の感覚から言うと異常に高

コストだというふうに思いますので、もう一

回、ちょっとしつこいですが同じことを聞き

ます。 

 たとえ１社でも、私の言っているような収

集・運搬体制にして、大幅に低下した収集コ

ストの運搬体制をつくっていただけないでし

ょうか。 

 それともう一点は、配転は考えていかざる

を得ないというのが現実あると思うんですよ。

広域のほうの運転の方式がまだ決まらないか

ら決められないというもんでもなかろうと。

これは配転せんとしゃあないんです。配転す

るときに、じゃあ現業職員をまたごみの収集

運搬に回すんですかと。そうするとまた運搬

収集コストが2,000万円に膨らむと。 

 私、はっきり言いましょうか。当局が考え

とるのは、運転要員を収集運搬に回したらそ

れでええやないかと。こういう安直な考え方

をしとるん違いますか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ちょっと答弁がま

ずかったと思いますけれども、配置転換を考

えとるのか考えてないかという論点でちょっ

と説明をさせていただいたので、そういう答

弁になりました。失礼しました。 

 ということで、この収集運搬につきまして

も、そういう形で計画していく中で、コスト

を下げるという中では、それも同時に考えて

いかないかんということで思ってますので、

その点、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）たとえ１社でも、

その１社の収集コストだけでも入札すればと、

こういう質問だと思いますけども、本来それ

が、正しい入札の趣旨に、競争入札の趣旨に

適合しとるんかどうかという、その辺の部分

についてもちょっと私気になるところがあり

ますので、議員等の意見も参考にしながら、

今後十分検討してまいりたいと、このように

思っております。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）１車の車のちょっと意

味が違っておりまして、１車というのは１車

のことです。車のことです。車の２車、今運

行しとるんですけども、直営で。その１車分

について運行の方法を変えて、大幅に低下し
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たコストの形にしていただけませんかという

ことなんですね。 

 それと、今ご答弁いただきましたけども、

確かに、何でもかんでも入札にすればいいと

いうものではないというのはよくわかってお

りますけども、それは、入札のときの条件、

仕様をきちんとこしらえて入札にすれば、こ

れはコストは必ず下がると思います。そのコ

ストを下げるためにも、実際にこのコストで

1,200万円、1,300万円というコストの予定価

格の設定ができるような実例をつくっておか

ないと、なかなかこの業界も全国を見てもみ

んな割高ですので、私から見たときに。下が

らないんじゃないでしょうかということなん

ですね。 

 ちょっと、もういっぺんだけ答弁いただけ

ますか。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）１車についてはで

きるだけ配置転換の、先ほども同じ答弁にな

りますけれども、正職ではなく臨時等で対応

できるように考えていきまして、入札等につ

きましても、できるだけ検討してまいりたい

と、このように思っております。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）１番の問題につきまし

ては、本当にこんな財政状況に陥っとるわけ

ですから、抜本的な見直しを積極的に考えて

いただきたいというふうに要望しておきます。 

 そして次、２番のほうですけども、検討し

てまいりたいという答弁をいただいておるん

ですけども、どうも感覚がちょっと違うんか

なというふうに思ってます。感覚がどう違う

んかということなんですけども、私がこの質

問をさせていただいた趣旨は、本市は商工業

予算というものは大変貧弱でございます。他

市と比べて大変貧弱です。なぜ貧弱なのかと

いいますと、そもそも経済政策とか商工業政

策、工業政策というような政策の名に値する

政策がない。ないから貧弱なんです。 

 要するに、行政は住民ニーズに応じた行政

をするという、住民ニーズにこたえていくと

いうことが大事です。でも、地方政府といい

ますか、橋本市の仕事の中には、この橋本市

民の経済活動を援助していく、あるいは地域

の、この橋本市民の雇用を生んでいく、ある

いは所得を上げていくための政策を打つとい

うことも、これは行政の大事な仕事なんです。 

 私は共産党みたいに、行政が直接業者に援

助せえということは言いません。それは違う

と思うんですよ。それは違ってて、私が言う

とるのは、あくまでも行政は、そういう民間

の企業が活動しやすいような職場への役割を

果たすべきではないですかということなんで

す。その職場への役割を果たすということで

言うと、このリフォームサポート事業という

のは本当にそうだと思うんです。これは人と

アイデアとそして企画力、そして組織力の問

題なんですね。 

 先ほども言いましたけど、例えば５億円の

市場規模がこの市内に私はあると思いますよ。

実はうちの近所でリフォームされたところも

1,000万円以上かかってました。あるいは、言

うたらわかると思うんですけども、相賀荘の

ある１件のお宅は、１階だけ、そんなに大き

いお宅じゃないですよ、１階だけ全面リフォ

ームされました。これも1,000万円以上かかっ

てます。じゃあ1,000万円以上のリフォームが、

これ、100件あればもう何ぼですか。100件で

1,000万円の、10件で１億円ですか。10億円で

しょう。私の憶測というか推測でしか過ぎま

せんけど、10億円以上の市場があるんです。 

 しかも、このリフォーム事業というのは、

リフォームというのは、何も大手でないとで

きない仕事でないんです。工務店、それから

水道屋、電気工事屋、左官屋、みんなこの市
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内にいてはるんですよ。いてるんです。その

方々が例えば売上10億円していただく、売上

10億円して利益が２割あるとします。２億円

です。２億円、税収としてじゃあ何ぼ返って

くるんですかと。８％としたら1,600万円です

か。1,600万円の税収として返ってくるわけで

しょう。少なくとも２割の利益としても、２

億円のいわゆる地域の所得、国で言いますと

国民総所得、私どもの言葉で言いますと地域

内総所得は２億円増えるわけですから。そう

いう事業を私はしていきたいなと。 

 だから、ここでお伺いしたいのは、そうい

う経済政策という名に値するものを、ほかに

何かあるんやったら聞かせてほしいし、これ

が大変難しいと思います。実際やっていくの

は大変難しいと思います。でも、本気になっ

て、この10億円の仕事を市内の経済循環の輪

に取り込もうとされるつもりは本当にないの

かどうか。私がここでお願いしたいのは、こ

こでやっぱり事業をするについては、ソフト

事業であっても金と人は要るんです。少なく

とも人は一人要ります。専従は要ります。専

従の有能な職員を一人、この事業のために配

置しませんか。配置していただけないでしょ

うかと。そして、事業者とともにこのリフォ

ームという大きな市場規模のあるものを、需

要のあるものを市民のために経済の輪の中に

組み込む努力をしてみませんかという提案な

んです。 

 だから、時間も40分以上過ぎましたし、ち

ょっとお伺いしたいのは、検討するじゃなく

て、今、市長も経済活性化策いろいろ言われ

てますけど、これもただのアイデアであり、

提案です。今のところね。僕はこれはでも割

に、割にと言ったら申しわけないけども、ア

イデアとしては悪くない、いい提案をさせて

いただいていると思ってるんですよ。このこ

とについて、市長として本当に、あるいは企

画部長もそうですけども、本気になってやり

ませんか。そのために人を張り付けませんか。

ある程度、例えば1,000万円でもいいですよ。

1,000万円の予算をつけませんかと。人一人

1,000万円、予算1,000万円で2,000万円ですよ。

2,000万円の人と金を使って、税収として

1,000万円以上戻ってくれば、これは悪い話じ

ゃないでしょう。しかも、地域の人の所得は

２億円以上上がるんですよ。 

 この点についてちょっと、この間質問出し

たとこで、そのことについて即答せえという

のは酷なとこありますけど、ちょっとお考え

をお聞かせいただけますか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）この質問出て、イ

ンターネットなんかでもちょっと調べさせて

いただきました。その中で、行政独自でやっ

ているというのがちょっと見当たらなかった

んですけども、団体でやられている自治体、

横浜市なんか、これ、リフォーム促進協議会

ということでＮＰＯ法人ですか、そういうこ

とでやっているところとか二、三見受けまし

た。 

 ということで、ちょっと現在の状態で職員

を張り付けるというところまでは、ちょっと

イメージができてないというか、まとまって

ないというのが現状でございます。というこ

とで、最初の答弁でも申させていただいたよ

うに、一回研究課題ということで、これにつ

きましては、特に商工会なり、建設協会、そ

れから水道の協会とかいろんな団体もござい

ますので、一回その辺のリサーチも含めた研

究をした中で、政策の会議にでもかけていく

ような形をとりたいと思います。今の段階で

特命を与えたり、人を張り付けるというのは

ちょっと尚早、ちょっと早過ぎるのかなとい

う考え方がございます。そういうことで、ど

ういうことでやっていったらええんかという、
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そのイメージというんですか、やり方という

のも含めた中で研究課題としてさせていただ

きたいという考え方でございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）本当に難しいと思いま

すよね。新たな事業を立ち上げるのはね。だ

から十分検討していただいたらいいんですけ

ども、ただ、先ほどの当初の答弁でいただい

たんですけども、事業者の機運という言葉が

使われてございました。この言葉は私は大変

気になる。気になるというのは実態をご存じ

なんかなと思います。市内の業者はそんな体

力ないんです。あれば市内のリフォーム事業

はもう取り込めとるんです。だから、そうい

う本当に個人経営の業者が多うございますか

ら、だから、個別の業者が、まして何か一緒

に物事をやっていこうという機運もないんで

すよ。それを、事業者がそれ機運持ってくれ

と、それを持ってくれたら行政はやりまっせ

というものでは、これは絶対そういうものに

はならない。 

 だから、行政ってそれではいかんのじゃな

いでしょうかと。やっぱり本市の経済を豊か

にしていく、地域の人々の所得を豊かにして

いくための政策、きちっとした政策目標を持

って、積極的にこの立ち上げにかかわってい

かなければ、今の橋本市の業者の機運を待っ

とったんでは、これは絶対できないと私は思

いますよ。だから、そこの、もう一歩踏み込

んだ、前向きな姿勢が行政になければ、私が

言うてるこの仕事というのも、ソフト事業と

いうのも絶対に成り立たないし、どこがする

んかというと、行政が直接する必要はないと

思いますよ。だから、業者と一緒にそういう

リフォームセンターというものを立ち上げて

いくのに、市が人を事務局の人を出していく

と。しかも、その事務局の人というのも、こ

れも本当に能力の問題で、出せばいいという

もんじゃなくて、人材の問題だと思います。

業者としっかりとコミュニケーションがとれ

て、企画のできる人間が本市におるかどうか

ということやと思いますよ。 

 だから、言いたいのは事業者の機運をとい

う部分については、何か知らんけども責任逃

れの答弁にしか聞こえないということです。

これは指摘だけしておきます。 

 だから、ぜひ、本当に私が見るところ、10

億以上の市場があるわけですから、需要はあ

るわけですから、それを市民が豊かになるた

めに取り込んでいくという、積極的な姿勢を

当局はぜひ持っていただきたいなと。そうい

う地域の、これだけじゃなくて、地域の個人、

あるいは商店でもいいですし、事業者でもい

いんですけども、地域の人たちが豊かになっ

ていく、所得は上げられる、雇用も仕事もあ

るということに対して、つくるということに

対して、もっと人、物、金を突っ込んでいけ

るようになってくださいよということですわ。

もっと前向きに人、物、金を突っ込んでいく

姿勢を持ってくださいよということです。こ

れはもう指摘だけしておきます。 

 ３番ですけども、肥大化した機構の見直し

ですけども、類団と比べてそんなに肥大化し

てないよという答弁、先ほど言った行政の横

並び主義かなと思います。どうしてもそうい

う見方に、考え方になってしまうんですね、

行政。そうじゃなくて、本当に本市がよその

まねをするんじゃなくて、本市が本当に自前

の機構をこしらえましょうよという気概を一

点持っていただきたいという要望をしておき

ます。 

 それと、予定よりは若干退職者数が増えて

ますよというのはいいんですけども、でも、

そんなんでいいんですかねと。もっと早期に

ここの合併後二、三年がほんま勝負やと思う

－24－ 



んですわ。二、三年のうちにきちっとした体

制をこしらえて、そして皆さんに、職員にも

希望の持てるような体制をつくっていくとい

う、本当に前向きな姿勢を持っていただきた

い。希望退職を募るのが何でそんなに嫌なの

か私には理解ができない。 

 例えばノーリツ鋼機なんか200人とか300人

とか希望退職募りましたよ。今、サラ金の業

界、これも何百人という希望退職募ってます

よ。本市も財政がそういう状態なんでしょう、

実際、市長。今年も12億円も何億も歳入不足

で基金取り崩さんと予算組めないんでしょう。

今年というか19年度ね。20年度、じゃあそれ

は本当に予算組めるんですか。本当に市民の

ことを考えるんであれば、当然そういう希望

退職の募集というものをして、それで人が足

らなければ、また別途考えたらええんと違い

ますか。委託に出されるとか、人材派遣会社

から人を雇うとか。まず、足らなくなったら

どうするんかということじゃなくて、まず減

らさんといかんのじゃないですかね。足らな

くなったらなったで、人材派遣会社なり何な

りから人を入れたらいいんでしょう。違いま

すかね。市長、答弁願います。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）14番 中西峰雄議員の

ご質問にお答えをいたしますが、本当に財政

危機、これはもうしみじみと私も味わってご

ざいます。このままいきますと、21、2年に財

政再建にかかるのがだいたいその器やなとい

うことの嫌いがあると、非常に心配しておる

わけであります。これをいかに切り抜けてい

くかということ。これについて、ところがき

ょうは朝からだんだんの話の中で、やはり積

み残しとか合併の、もう毎日のように陳情も

どんどん陳情団が私ところのほうへも来てお

ります。これは特に福祉高齢であるとか、障

害者とか、もう幅広く団体で来るんですよ。

何十人といっぺんに来ることあるんですよ。

それらも全部けらしてもうとるんです。お金

以外のことは全部受けてますけどね。財政の

次につなぐことは悪いですけども、というこ

とで全部けらしてもうとるのが昨今の実態で

あります。 

 そういうことで、特にこの退職を募れとい

うことでございますし、退職勧奨の制度の中

身をしっかりとやはり先を展望した上で、か

さ上げしていくというのか、それはいろいろ

の手法は多くはあろうと思いますけれども、

私もこの間、担当者にも申し上げたのは、５

月の退職勧奨の募る日にちを、やはりもう少

しアピール等も含めてしていかんなんから、

８月末か９月の上期の終わり、そのころにま

で延ばして、ひとつできるだけ推進をしてい

くというんですか、お願いをするというんで

すか、そこら辺りが現在一つ考えておるとこ

ろでありますけれども、ただ、ここで私気が

かりなるのは、非常に三位一体改革での国か

ら地方分権、地方でやれることは地方で、民

間でやれることは民間ということはもうみん

な知っとるんです。仕事の量もどんどんと市

のほうへ、難しい制度が、これぐらい毎日書

類が改正、国のほうでの改正が全部皆来るん

ですよ。それはもう何キロと目方にしたら来

るんですよ。これは私ももうほとほとと、そ

こら辺りからすると一挙に大改革を断行して、

それは何十年とばさっとすると、これはしか

し、今でも市民の要望に十分、各課は万全な

体制を引いておるものの、なかなかきめの細

かいことをやってもらいにくいということが、

大分耳にするわけであります。それはなぜか

というと、市長の手紙が増えてきとるんです

よ、どんどんと。これをさらに職員をね。来

年もおそらく私は三つの台、勘定をしとるん

です。三つ以上。30以上ぐらい。そうします
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と、必ずそのペースでいきますと、市民の十

分の対応が果たしていけるかという自信は、

私はこれは職員の意識改革を先、先行して進

めて、必ず力をつけていただいて、そうして

これやったら職員の皆さんに任せるとしたら、

私は大英断しますよ。そこらがいろいろと難

しい問題がありますので、この程度でお許し

いただきたいと思います。 

 とにかく、私としては、できるだけ率直に

言って、職員の給与を、先ほどの話もありま

した、辻本議員からも下げたらええわという、

そういう生易しいもんやないんです。それは

もうやはり仕事の意欲を持ってどんどんてき

ぱき処理していただくためには、私は考えと

るのは、これから橋本の人口をできることな

ら５％ぐらい増やしたいぐらいなと思ってい

るんですよ。７万で3,500人。それが今逆にな

っていっとるんですよ。減っていっとるんで

すよ。それをいかに食いとめていくかという

ことの課題が大きな課題でありますので、そ

の辺もひとつ議会と我々当局とも、本当に衆

知をしぼって、そういう橋本市の展望という

ものを、やっぱり高い次元で見出していただ

いて、職員も議員も皆さんが県下で一番の中

身の持てるような、先では。ここ３年ぐらい

はとても辛抱、辛抱いただかなければならな

いとは思いますけれども、目標をやっぱりそ

れぐらい持たなければならんと思うんです。 

 それぐらいの考えを持っておるんですが、

お答えは十分とは言えませんけども、ひとつ

最大の努力をして、先ほどのリフォームのこ

とにつきましても、やはり商工会、そしてま

た関係の機関、皆さんとも一度そういう会を

持って、そして組織をつくっていくか、それ

はもう全部商工会議所でやっていくから助成

金を出してくれとか、あるいはいろいろの方

法が、それは決めてませんけど、農協の職員

で果たしてそれをうまく軌道に乗せてやって

いけるかという問題もあるでしょうし、課題

として今後検討させていただきたいと思いま

す。よろしいですか。 

 そんなことで、いろいろとちょっと申し上

げましたけども、非常に何かにつけてのこの

踏ん張りが、ここ一番非常に大事であるとい

うことだけ、大事であるし、それだけの認識

を我々しておるのでございますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（上田順康君）これをもって、14番 中

西峰雄君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時15分 休憩） 
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